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１【提出理由】

平成25年６月18日開催の当社第119回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

　
２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年６月18日

　
(2) 決議事項の内容

第１号議案から
第５号議案

当社と当社連結子会社５社との株式交換契約承認の件

　
第１号議案　株式交換契約（中山三星建材株式会社）承認の件

当社と中山三星建材株式会社との株式交換を承認する。

　
第２号議案　株式交換契約（中山通商株式会社）承認の件

当社と中山通商株式会社との株式交換を承認する。

　
第３号議案　株式交換契約（三星商事株式会社）承認の件

当社と三星商事株式会社との株式交換を承認する。

　
第４号議案　株式交換契約（三星海運株式会社）承認の件

当社と三星海運株式会社との株式交換を承認する。

　
第５号議案　株式交換契約（三泉シヤー株式会社）承認の件

当社と三泉シヤー株式会社との株式交換を承認する。

　
第６号議案　発行可能株式総数の増加に係る定款一部変更の件

第７号議案で提案する「第三者割当による募集株式発行の件」において予定する募集株式の発行に

備え、十分な発行可能株式総数を確保するため、発行可能株式総数を３億株から７億株へ増加する。

　
第７号議案　第三者割当による募集株式発行の件

新日鐵住金株式会社、阪和興業株式会社、日鐵商事株式會社、エア・ウォーター株式会社、大阪瓦斯株

式会社、および大和ＰＩパートナーズ株式会社の６社を引受先として、第三者割当により募集株式を発

行する。

　
第８号議案　取締役３名選任の件

取締役として、森田俊一、箱守一昭および中村佐知大を選任する。

　
第９号議案　監査役３名選任の件

監査役として、守屋隆男、福西惟次および川野辺弘文を選任する。

　
第10号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、中務正裕を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な

らびに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

賛成率
（％）

決議結果

第１号議案 83,430 7,140 7 91.16 可決

第２号議案 83,419 7,151 7 91.14 可決

第３号議案 83,397 7,173 7 91.12 可決

第４号議案 83,431 7,139 7 91.16 可決

第５号議案 83,443 7,117 7 91.17 可決

第６号議案 82,920 7,650 7 90.60 可決

第７号議案 82,966 7,599 7 90.65 可決

第８号議案 　 　 　 　 　

森田俊一 81,526 9,059 7 89.08 可決

箱守一昭 79,02111,564 7 86.34 可決

中村佐知大 82,722 7,863 7 90.38 可決

第９号議案 　 　 　 　 　

守屋隆男 83,491 7,093 7 91.22 可決

福西惟次 76,29814,286 7 83.36 可決

川野辺弘文 72,30518,279 7 79.00 可決

第10号議案 　 　 　 　 　

中務正裕 83,477 7,114 7 91.21 可決

(注) １．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案から第７号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

・第８号議案、第９号議案および第10号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．賛成の割合は、本総会前日までに書面により行使された議決権の数を含めて、本総会に出席した株主の議決権

の総数を分母として算出しております。

　
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

　

以　上
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